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視　点

を掲げた。また、原発に依存しない社会の実
現に向けた３原則として、①40年運転制限を
厳格に適用、②規制委員会の安全確認を得た
もののみ再稼働、③原発の新設・増設は行わ
ない、を明示した。さらに、「我が国がこの目
標を達成することは、世界の多くの国に先例
を示すことであり、現在の世代が未来の世代
に対し『責任を果たす』ことでもある」と謳
った。
しかし、12年９月19日の閣議では「戦略」

原文
4 4

の閣議決定は見送られ、「戦略」を踏まえ
4 4 4

今後のエネルギー・環境政策を遂行するとの
位置づけにとどまった。原発ゼロ戦略につい
て国家戦略会議で、民間議員である経済同友
会代表幹事が反対を表明していたことなど経
済界の反発も影響したものとみられている。
その後、政権は自公連立政権へ移り、あら

ためてエネルギー政策の検討がなされること
になった。
（2）　「エネルギー基本計画に対する意見」
13年３月、エネルギー基本計画の検討が総

合資源エネルギー調査会総合部会（７月から基
本政策分科会に改組）で開始され、13年12月、「エ
ネルギー基本計画に対する意見」（以下「意見」）
がまとめられた。その基本的視点は「３Ｅ＋
Ｓ」、すなわち「安全性（Safety）を前提とした上
で…安定供給（Energy Security）を第一とし、最
少の経済負担（Economic Efficiency）で実現する
こと…あわせて、…環境負荷（Environment）を
可能な限り抑制する」ことであり、原子力に
ついては「…優れた安定供給性と効率性を有
しており、運転コストが低廉で変動も少なく、
運転時には温室効果ガスの排出もないことか
ら、安全性の確保を大前提に引き続き活用し
ていく、エネルギー需給構造の安定性を支え
る基盤となる重要なベース電源である」と位
置づけ、「必要とされる規模を十分に見極めて、
その規模を確保する」とした。

東日本大震災から３年が経過した。
震災直後47万人だった避難者は、2013年12

月現在でなお27万４千人を数える。なかでも、
福島県の避難者が最も多く、13万６千人が県
内（８万８千人）、県外（４万８千人）に避難して
いる。さらに、体調悪化などが原因で亡くな
る「震災関連死」は、福島県で最も多く、２
月19日現在で1,659人となり、「直接死」を上
回った。新聞報道によれば、県の担当者は「そ
れまでの生活が一変した上、帰還など将来の
見通しが立たずにストレスが増していること
が要因」と指摘している、という。原発事故
の罪の重さがあらためて問われよう。

1　震災以降のエネルギー政策見直し
原発事故を契機にエネルギー政策の見直し

の作業が行われてきた。以下がその経過であ
る。
（1）　「革新的エネルギー・環境戦略」
政府は11年６月にエネルギー・環境会議を

設置、12年９月14日には、今後のエネルギー
政策等の基本方向を示す「革新的エネルギ
ー・環境戦略」（以下「戦略」）が同会議により
決定された。そこでは、はじめに「…東日本
大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事
故。それは、私たちが選んできた過去と思い
描いていた未来に、根源的な疑問を突き付け
た。私たちが信じてきた価値観、社会の在り
よう自体が、今、深く問い直されている。特
に、東電福島原発事故は、これまでのエネル
ギー社会の在り方に大きな疑問を投げ掛け、
その抜本的な変革を求めている」とし、「政府
は、これまで進めてきた国家のエネルギー戦
略を、白紙から見直すべきであると確信する
に至った」との認識を示したうえで、三本柱
として、第一に「原発に依存しない社会の一
日も早い実現」、第二に「グリーンエネルギー
革命の実現」、第三に「エネルギーの安定供給」

代表取締役専務　岡山信夫

復興と再生可能エネルギー
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場利用による事業協力、②JF等が発電事業体
に出資する場合、③調査や運営面での事業参
加を検討し整理している。

3　農山漁村再生可能エネルギー法
このような状況のなかで13年11月15日に成

立した「農林漁業の健全な発展と調和のとれ
た再生可能エネルギー電気の発電の促進に関
する法律」（農山漁村再生可能エネルギー法）は、
有効な手段を提供することになるものと期待
される。
同法のねらいは、農村地域の資源を農業と

の調和を図りながら再エネ発電に活用し、売
電収益の地域還元や再エネ電気の地域利用等
を通じ、農業・農村の所得向上等による地域
の活性化に結び付ける仕組み作り、にある。
具体的には、市町村、発電事業者、農業者等
の関係者から構成される協議会を設置し、そ
の協議に基づき市町村が基本計画を策定、次
に基本計画に基づいて再生可能エネルギー発
電設備整備計画を認定、認定を受けた設備整
備計画については、①農地法、酪肉振興法、
森林法、漁港漁場整備法、海岸法、自然公園
法及び温泉法に基づく許可又は届出の手続の
ワンストップ化、②市町村による所有権移転
等促進計画の作成・公告による農林地等の権
利移転の一括処理、の特例が認められる、と
いうものである。

さきに見たように、現下のエネルギー政策
の見直しは、原発回帰の是認につながる可能
性がある。また、再生可能エネルギーについ
て、「意見」では「安定供給面、コスト面で様々
な課題が存在する」ことが前面に出され、「戦
略」で強調された「グリーンエネルギー革命
の実現」からトーンダウンしている。
このような流れに対抗するためにも、農山

漁村再生可能エネルギー法の枠組みを活用
し、地域主体の小規模分散型エネルギー生産
の実績を積み上げることにより「グリーンエ
ネルギー革命」が実現しうるものであること
を示す必要があろう。

（おかやま　のぶお）

驚くべき先祖返りであり、これでは前記
「戦略」が強調した「現在の世代が未来の世代
に対し『責任を果たす』こと」にはならない。
「新たな安全、安価、安定供給神話をもたらす
ものだ」（日弁連）との批判のとおりである。

2　農林漁業協同組合の対応
原発事故により、農業、漁業、林業は深刻な

被害を受けている。農林漁業団体は原発に対
し深い懸念を表明し、同時に再生可能エネル
ギーへの取組みに前向きな姿勢を示してきた。
（1）　JAグループ
12年10月に開催されたJA全国大会では、「将

来的な脱原発に向けた循環型社会への取組み
の実践」が決議された。「安全な農畜産物を将
来にわたって消費者に提供することはJAグル
ープの使命であり、東日本大震災に伴う原発
事故の教訓を踏まえ、JAグループとして将来
的な脱原発をめざすべき」としたうえで、「将
来的な脱原発に向けた再生可能エネルギーの
利用促進、地球温暖化等環境問題について、
各JA・地域の人的・物的資源を最大限活用す
る取組みを地域から広げていく」と表明して
いる。
全農の太陽光発電事業への参入、多くのJA

が会員となっている中国小水力発電協会の固
定価格買取制度への対応、北海道でのJA主導
による畜産バイオマス発電事業拡大など、具
体的な取組みも始まっている。
（2）　JFグループ
全漁連は、再生可能エネルギーについて今

後JFグループがどのように考え、関わってい
くべきか基本的な方向性を示すため、「海洋再
生可能エネルギー利用促進のあり方にかかる
有識者検討会」を設置し、13年11月に中間と
りまとめを行った。そこでは、基本的な姿勢
として「JF・漁業者（JF等）は、地元で生み出
された再生エネルギーの“地産地消”という
観点から、自ら電力利用者として地元で利用
し、その恩恵を享受しながら、漁業活動と相
まって地域経済に還元・貢献していくよう積
極的に推進し、また、円滑な推進のため関係
者と協調する姿勢で取り組んでいく必要があ
る」とし、さらにJF等の関わり方として①漁

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/
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〈レポート〉農林水産業

いこと、また部会販路とのバッティング懸念
等も影響していると考えられる。さらに農協
の広域合併による大規模化により、地域性の
希薄化と組合員意識の多様化が進んだことで、
現行の６次化の取組みについての合意形成が
難しくなっている点もあろう。

2　地域活性化の観点での関与が必要
しかし、６次化の今日的な意義としては、

グローバル化や少子高齢化等により、衰退が
進む地域経済に対して、たんに農業者だけで
なく地域全体で付加価値を創出する取組みが
必要になっているとの認識が不可欠だと考え
る。地域活性化を通じて、小規模農家が存続
できるような経済基盤を構築していくという
ベクトルは、従来の農協の６次化とはやや異
なる意味を含んでいる。
こうした地域ベースの６次化を推進してい

く観点において、農協はじつは優位性のある
ポジションにあって、自らその強みを自覚し
て、より積極的に地域の６次化へ関与してい
くことが期待されている。
たとえば多くの農協は地域の拠点として加

工事業や直売所、女性部の活動、学校給食、
食育等の実績を既に持っており、それらを、
地域のなかでネットワークとして活用するこ
とで、質の高い６次化や地域ブランド化に貢
献できる。消費者や地域社会との連携におい

ても、農協は農業法人等に比べ取り組
みやすい強みがある。
また農協の加工事業等も、実需者や

消費者のニーズや情報をうまく取り込
むことが難しく、バリュー・チェーン
（付加価値の連鎖）の形成では大きな問
題を抱えていたが、地域の取組みと連
携することで新たな可能性が広がろう。
さらに、農協が６次化に関与するこ

とで、個別経営体のケースに比べ、利
益を受ける生産者数が多く、特に小規
模産地や零細な農業者に所得機会を提
供し、地域活性化に波及する度合が大
きい。農協が持つ営農、資材、金融、

1　農協の 6次化に対する対応
2011年の「六次産業化・地産地消法」の施

行からほぼ３年が経過した。同法に基づく「総
合化事業計画」の認定数は1,690件（13年11月
末）に達し、当初年間200件程度とも予想され
ていたレベルを大きく上回り、６次化に対す
る高い関心がうかがわれる。
ところが、このなかで農協・漁協の割合は

４％に過ぎない。全体の件数では68件、この
うち農協（連合会・専門農協を含む）が44件、漁
協が24件にとどまっている（第１表）。
しかし、これをもって農協が６次化への対

応に消極的であると即断はできない。むしろ
農林水産省「農業・農村の６次産業化総合調
査」が示すように、６次化の市場全体では農
協等（連合会・協同会社等を含む）の加工事業、
直販所が占める割合が約４分の３と圧倒的に
大きい（（室屋2013）参照（注1））。
農協にとり６次化は新しいものではない。

もちろん６次化という名称ではないが、戦前
の農村工業に始まり、80年代の加工事業の推
進、90年代後半以降の直売所の取組み等、農
家所得向上を目的にさまざまな形で「既にや
っている」という意識が強いといえるし、実
績としてもそうである。
こうした状況に加えて、現行の６次化事業

では個別の農業経営体の発展という視点が強
く、平等原則で運営される農協は対応が難し

主席研究員　室屋有宏

6次化における農協の役割
─「舞台作り」に一層の関与が期待される─

資料 農林水産省ホームページから作成
（注） 会社法人は、株式、有限、合同、合資会社。事業組合は任意組織に分類。

個人 会社法人農事組合法人
その他・
不明農漁協 任意

組織等

19.2
17.6
28.0
14.5
31.2
42.0
26.7
23.7
5.9
26.5

70.7
65.1
54.5
57.8
54.1
44.6
57.2
62.5
82.4
58.0

1.0
10.3
5.5
9.6
5.7
5.2
2.8
6.0
3.9
5.9

8.1
0.8
6.9
12.0
0.6
1.3
5.0
5.0
0.0
4.0

1.0
5.4
3.6
3.6
7.0
6.9
8.3
2.0
3.9
4.9

0.0
0.8
1.5
2.4
1.3
0.0
0.0
0.7
3.9
0.8

（単位　％）

北海道
東北
関東
北陸
東海
近畿
中国四国
九州
沖縄
全国

第1表　総合化事業計画の地域別主体構成比
第1図　（2013年11月末時点）
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地域資源を農産物単体で捉えると、資源の
「過少利用」になりやすい。地域資源を文化・
伝統、歴史的景観、環境、地域の暮らし等を
含め広く取り、複合的に活用していくことで
食のサービス化に対応していく発想が重要で
あろう。そのうえで地域の人びとのつながり
を尊重し開放性のあるコミュニティ経済（社会
的経済）を、時間をかけ創っていくという理念
の共有が、地域の６次化に根源的な強みと魅
力を付与していくといえよう。
こうした取組みに、自治体、地域組織、NPO、

農協、農業法人、民間企業等幅広い主体が参
加できる舞台を作り、それぞれが持つ強み・
専門性を発揮し、役割分担していくことが不
可欠である。その舞台作りに一層農協が関与
していくことで、地域の６次化は進展するだ
ろう。そのなかで、農業法人、民間企業には
社会的企業としての性格を与える一方で、農
協自体が地域に開かれた協同組合として広く
認知されるきっかけにもなろう。
両角（2013）によると、農協が地域活性化で

連携する相手としては、市町村・第三セクタ
ーの割合が５割超で飛び抜けて高く、次いで
土地改良区、生協の順である。市町村・三セ
クとの連携では、市町村のイニシアチブの下
で農協が参加するケースが多いという（注2）。
地域活性化の場づくりには、農協がこうした
「内に閉じた」体質を脱し、外部の異質なもの
とつながるコミュニケーション能力をもっと
高める必要があろう。
地域の６次化の舞台作りに農協が積極的に

取り組んでいくことは、地域農業の付加価値
を高めるだけでなく、農協の組織価値の増大
にもつながるはずである。

（むろや　ありひろ）

加工施設といった経営資源も地域の６次化の
重要なツールとして活用できる。

3　地域の 6次化の舞台を作る
農業・同関連産業の付加価値全体を100とし

て、各産業のシェアをみると農業は１割程度
に過ぎず、１次＜２次＜３次という構造のな
かで、特に直接消費者と接する小売、外食等
のサービス業のシェアが非常に大きくなって
いる（第２表）。今後も日本の人口減少・高齢
化、経済の成熟化等が進展するなかで、食は
よりサービス産業化していくと予想される。
こうしたトレンドに適応していくために

は、６次化を「地域が作って地域が売る」と
捉え、農業や商工業の固定的な枠組みを超え
て、最終消費につながるバリュー・チェーン
を地域主体で追求していくことが一層必要に
なっている。
こうした取組みにおける農協の役割は、地

域の実情にもよるが、必ずしも自らが直接事
業を行うことでなく、農協自身の潜在的優位
性を生かし、非営利セクターと営利セクター
を架橋したバリュー・チェーンを生み出す舞
台作りにあると、筆者は考える。
これまでの６次化や農商工連携では、個別

的取組みが中心で、地域資源の活用幅が狭く、
結果的にできた物の販路が小さく、ビジネス
化が難しい事例が多かった。現行の６次化に
おいてもこのリスクは大きいとみられる。

（注 1）室屋有宏（2013）「 6次産業化の現状と課題―
地域全体の活性化につながる「地域の 6次化」の
必要性―」『農林金融』 5月号

（注 2）両角和夫（2013）「我が国農業問題の変化と農
協の新たな課題」『日本農業研究所研究報告 農業
研究』第26号

資料 農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」から作成

1970年度 75 80 85 90 95 2000 05 10 11
（単位　％）

農林漁業
農業
林業（特用林産物）
漁業
関連製造業
食品工業
資材供給産業
関連投資
関連流通業
飲食店

第2表　付加価値ベースでみた農と食のシェア変化

34.6
28.5
0.3
5.8
29.3
28.2
1.2
2.9
25.5
7.6

32.0
26.6
0.3
5.0
23.5
21.7
1.8
3.5
26.9
14.1

24.0
19.2
0.4
4.4
29.1
27.7
1.4
4.3
27.7
14.9

22.7
18.6
0.2
3.9
26.8
25.1
1.6
3.5
28.8
18.2

20.0
16.5
0.3
3.3
27.1
26.0
1.1
3.5
31.3
18.1

14.6
12.1
0.2
2.3
24.7
23.9
0.8
3.9
37.7
19.1

12.7
10.5
0.2
2.0
28.0
27.1
0.9
3.3
37.4
18.7

12.2
10.3
0.2
1.8
28.3
27.1
1.2
2.4
38.0
19.0

11.9
9.9
0.2
1.8
29.9
28.5
1.4
1.8
36.6
19.8

11.9
10.0
0.2
1.7
29.4
28.0
1.4
1.8
37.0
19.9

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/
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〈レポート〉農林水産業

27日に統一法案（報告書）が提出された。これ
を下院は１月29日、上院は２月４日に可決し、
同７日にオバマ大統領が署名して正式に法律
となった。前の2008年農業法は、12年９月末
で失効し、事後的に１年延長したものの、13
年10月以降は農業法のない状態が続いていた
（新法成立により解消）。
最大の争点であった食料援助予算の削減額

は2014～2023年度合計で基準予算対比80.0億
ドル削減となり、下院案（389.9億ドル）より上院
案（39.4億ドル）に近い水準となった。
２大政党間の妥協成立は12月と１月の財政

法案可決に続くものであり、報道によれば両
党の指導部は14年秋の中間選挙にむけて農村
議員のてこ入れを意識している。

3　農業補助金の大幅改定
従来の主要な農業補助金制度である農産物

プログラムは大幅に改定された（なお販売支援
融資はほぼそのまま継続された）。
（1）　直接固定支払いの廃止

直接固定支払いは生産から相当程度切り離
されており

（注3）

、WTO農業協定との親和性が比較
的高いものの、農産物の高値で穀作農業経営
の好調が続くなか、経営収支と無関係な補助
金の受給に対する反発が強まったため廃止さ
れた。不要となった予算の一部は、他の補助
金の拡充に用いられる。
（2）　収入ナラシの改定

収入ナラシ型の直接支払いである農業リス
ク補償（ARC）プログラムは、従来制度（ACRE）
から多くの変更がなされた。これまで州単位
であった収入保証水準は、よりきめの細かい
郡単位ないし個別農場単位の選択制となった。

1　はじめに
米国では先ごろ、2018年までの農業政策を

定めた「2014年農業法」が成立した
（注1）

。連邦議
会における検討は、低所得者むけ食料援助プ
ログラムの予算削減を巡る２大政党間の対立
等から難航して４年近くを要し

（注2）

、「過去約20年
間で最も厳しい農業法更新」、あるいは「過去
約40年間の農業委員会で最も複雑な取組み」
と言われた。本誌ではこれまで４回にわたり
（18、28、32、37の各号）その経過を報告してきた。
本稿ではその後を受け、13年夏以降のおもな
動きと、成立した法案のおもな内容について
紹介する。

2　法案の成立
下院本会議は13年６月20日に農業法案を否

決した後、賛否の分かれる食料援助プログラ
ムを削除した農業法案を７月11日に可決した。
この法案は農業補助金の多くを恒久化し、1938
年および1949年の恒久法を置き換えるもので
あった。従来、農業法案は食料援助プログラ
ムによって都市部議員からの支持を確保して
きた。茶会派など共和党の財政保守派は食料
援助と農業補助金の法律分離を目指したが、
これは両分野の協力関係を掘り崩すものであ
り、長期的に両方の存続を危うくするとみな
された。結局、下院は食料援助プログラムの
法案を可決（９月19日）後、再び農業法案に一
本化のうえ９月28日に可決した。こうして本
会議における12年以来の停滞が終わった。上
院は既に６月10日に法案を通過させていた。
これを受けて上下両院の農業委員会指導部

らによる両院協議会が開始され、上院法案と
下院法案の相違を調整し、年明けの14年１月

主席研究員　平澤明彦

米国で「2014年農業法」が成立

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/
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た。一種の保険であり、販売乳価と飼料費用
（いずれも全国一律、２か月ごと）の差額（利幅）
が一定水準を下回った際に補償がなされる。
最低限の利幅に対する補償は事務手数料のみ
で提供されるが、それより高い利幅の補償を
受けるには利幅と付保割合に応じた保険料が
かかる。
当初法案には生産過剰を避けMPPの財政費

用を抑制する生乳の供給管理プログラムが含
まれていたが、乳製品業界や下院議長の反対
により見送られた。代替措置として生産拡大
部分のMPP利用が制限されたほか、利幅低下
時の乳製品寄付プログラム（国費による買入れ）
も追加された。その結果、酪農施策の財政費
用は大幅に拡大した。

4　作物保険の拡充
作物保険は主要作物の収入保険をはじめ幅

広い農産品目を対象とし、商品内容も多様化
している。予算は拡大し、農産物プログラム
の２倍程度となった。また今回の農業法では
環境保全要件が復活した。
綿花については、WTO敗訴に対応するため

農産物プログラムのうち不足払いおよび収入
ナラシの対象から外され（販売支援融資は継
続）、代わりに専用の収入保険（STAX）が導入
された。また他の作目で不足払いを選択した
農家にも類似の収入保険（SCO）が提供される。
いずれも従来の保険より小幅な収入下落に対
応する。郡単位の保険でかつ助成割合が高い
ため、保険料は比較的安価である。
さらに、対象品目を拡大し多様なリスクに

対応するため、各種の新商品を導入し、また
研究開発やパイロット事業を行う。
このように2014年農業法は、農産物の高値

の下での収入変動リスクおよび生産費用増大
への対応と、値下がりへの備えに重点が置か
れている。

（ひらさわ　あきひこ）

また値下がりに備えて収入保証水準算定用の
価格に下限（目標価格を用いる）が設定された。
さらに対象面積は、農家の作付けや貿易交渉
に対する影響に配慮して、作付面積から過去
実績に変更された。
ARC参加時に農場単位の補償を選択した場

合は、補償対象面積が少なくなるほか、全対
象作目の合計収入が補償対象となる。日本と
同様の品目横断的な設計である

（注4）

。また、災害支
援プログラムのうちSURE（補完的収入支援）は
廃止されたが、ARCにより農場単位の災害リ
スクにある程度対応可能となった。
（3）　不足払いの水準引上げ

価格下落補償（PLC）プログラムは、所定の
目標価格と農場販売価格（いずれも全国一律）の
差額を補てんする不足払い型の直接支払いで
ある。従来制度（CCP）と同様に収入ナラシと
の選択制（全作目一括）であり、対象面積は過
去実績による。
目標価格の水準は長らく抑制されてきたが、

今回は生産費の上昇を反映して引き上げられ
た。またジャポニカ米には中粒種対比で15％
の上乗せがなされる。米や落花生、ソルガム
の生産者はPLCを選択する割合が高いとみら
れている。
（4）　酪農制度の全面改定

酪農については乳製品の価格支持および生
乳の不足払い（MILC）が廃止されるとともに、
新たに利幅補償プログラム（MPP）が導入され

（注 1）農業法（Farm Bill）は約 5年ごとに更新されて
いるが、正式名称が「農業法（Agricultural Act）」
となったのは1970年農業法以来のことである。

（注 2）下院農業委員会における最初の公聴会は10年
4月21日開催。

（注 3）ただし野菜・果物とワイルドライスの作付け
は原則として認められない。

（注 4）下院農業委員会少数党（民主）のピーターソン
筆頭議員は新農業法検討の当初、財政費用を抑制
しながらセーフティーネットを維持するため、従
来の直接支払いから品目横断的な収入保険への移
行を提唱していた。本誌18号を参照。

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/
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始した「新規参入者」は増加している。新規
就農者に占める割合は両者を合わせても約２
割であるが、新規雇用者は06年の6.5千人から
12年には8.5千人へ、新規参入者は06年2.2千人
から12年には3.0千人に増加している。特徴的
なのは、いずれも39歳以下が最も多く、しか
も大幅な増加がみられることである。06年か
ら12年にかけて39歳以下の新規就農者の伸び
は、新規雇用者では42.9％、新規参入者では
120.0％に達する。
このように新規雇用者・新規参入者で39歳

以下の新規就農者が大幅に増加しているた
め、新規就農者合計を年齢３区分別にみても
39歳以下のみ2.0％の増加となっている。

2　背景にある就農支援策の導入
上記のように、新規雇用者や新規参入者の

増加が、とくに39歳以下の若年層でみられる
のは、農業法人等組織経営体の増加とともに、
国や県等による就農支援策の後押しがあると

考えられる。
例えば農林水産省は、08

年度から就農に意欲のある
多様な人材に対して、農業
法人等で農業技術や経営の
ノウハウを習得するための
実践的な研修を支援する
「農の雇用事業」を開始し
ている。さらに、12年度か
らは青年の就農意欲の喚起
と就農後の定着を図るため、
就農前の研修期間（２年以
内）及び経営が不安定な就
農直後（５年以内）の所得を
確保する「青年就農給付金」
が導入された。
そして、これら制度を利

高齢化や後継者不足により、農家の大幅な
減少が続くなか、新規就農者への期待が大き
くなっている。本稿は統計データ等により、新
規就農者の現状とその課題について検討する。

1　新規就農者の動向
―39歳以下では増加―
まず、全国の新規就農者の内訳を、統計が

遡れる2006年と、直近の12年との比較でみた
ものが、第１表である。
内訳をみると、新規就農者の約８割を占め

る「新規自営農業就農者」（農家世帯員が家の
農業を継ぐケース）は、06年の72.4千人から12
年には45.0千人まで、６年間で約４割も減少
している。また、年齢３区分別（39歳以下、40
～59、60歳以上）でみても、いずれの年齢階層
でも減少している。
一方、農業法人等組織経営体へ従事する「新

規雇用就農者」（以下「新規雇用者」）や、土地
や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開

〈レポート〉農漁協・森組

主席研究員　内田多喜生

新規就農者の近年の動向について

資料　農林水産省｢新規就農者調査｣から作成

第1表　新規就農者の内訳

新規就農者計

構成比
（単位　千人、％）

39歳以下
40～59
60歳以上

年
齢
別

就
農
形
態
別

新規自
営農業
就農者

39歳以下
40～59
60歳以上

新規雇
用就農
者

39歳以下
40～59
60歳以上

新規参
入者

39歳以下
40～59
60歳以上

06年 12 増減率
（12/06）

増減数
（12-06） 06 12

81.0
14.7
27.5
38.8
72.4
10.3
24.5
37.6
6.5
3.7
2.1
0.7
2.2
0.7
0.9
0.6

56.5
15.0
12.1
29.4
45.0
8.2
8.7
28.1
8.5
5.3
2.4
0.8
3.0
1.5
1.0
0.5

△30.3
2.0

△56.0
△24.3
△37.8
△20.9
△64.4
△25.2
30.4
42.9
14.8
11.8
38.1
120.0
4.3

△7.1

△24.6
0.3

△15.4
△9.4
△27.4
△2.2
△15.8
△9.5
2.0
1.6
0.3
0.1
0.8
0.8
0.0

△0.0

100.0
18.2
33.9
47.9
89.3
12.7
30.2
46.4
8.0
4.6
2.6
0.8
2.7
0.9
1.1
0.7

100.0
26.6
21.4
52.0
79.6
14.4
15.4
49.8
15.0
9.4
4.3
1.3
5.3
2.7
1.7
0.9

農林中金総合研究所 
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（平成22年度（注））をみると、現在直面している
経営課題として「所得が少ない」の回答が最
も多く、ついで「技術の未熟さ」「設備投資資
金の不足」が続き、「労働力不足」「販売が思
うようにいかない」「農地が集まらない」も１
割を超える（第１図）。
農家の減少が加速するなか、新規就農者は

地域農業の維持にとって貴重な存在であるが、
その課題は、上記のように、資金・技術・販
売・労働力・農地確保等多岐にわたる。総合
事業体であるJAはもちろん、市町村、県普及
センター、農業委員会といった農業振興のた
めの関連団体が連携し、支援していく必要が
あるとみられる。

4　おわりに
本年２月２日に東京国際フォーラムで開か

れた農林水産省後援の新規就農相談会は、13
年度に開かれた７回の相談会のなかで、最多
参加者を記録した。このように就業の場とし
ての農業への関心は高まっているとみられる。
地域農業の維持のためには、こうした新規

雇用者や新規参入者の拡大とその定着も必要
とみられ、JAは既存の農業者の世代交代への
支援とともに、新たな農外からの就農者への
対応を強化する必要があろう。

（うちだ　たきお）

用する場合、原則として45歳未満とする年齢
制限があり、そのことがとくに39歳以下の新規
就農者の増加につながっていると考えられる。
実際に、12年度の青年就農給付金給付対象

者の内訳をみても、給付対象者は全体では
6,815人であるが、そのうち39歳以下の給付対
象者が5,638人と約８割を占める（第２表）。ま
た、非農家が給付対象者の過半を占め、同給
付金が農外からの新規就農の契機となってい
ることもうかがえる。

3　新規就農者の経営課題
39歳以下の新規就農者はこうした施策の後

押しもあり、近年1.3～1.5万人前後で推移して
いる。しかし、農林水産省が39歳以下の若い
就農者のうち「定着している者は１万人程度」
（農林水産省「食料・農業・農村をめぐる現状」
2014年１月」）と指摘するように、その定着に
は課題も多い。
一般に、新規就農者が定着する上では様々

なハードルを越える必要があり、例えば、新
規参入者が安定的な経営を実現するには、一
定の運転資金や高い技術力が必要であるし、
さらに、気象災害や病虫害等農業特有のリス
クを克服する必要もある。また雇用就農にお
いても、受け皿となる農業法人はまだ小規模
な経営体が多く、労務管理や人材育成等で十
分な対応がとれないケースもあるとみられる。
ここで全国農業会議所による「新規就農者

（新規参入者）の就農実態に関する調査結果」

（注）調査対象は、就農してからおおむね10年以内の
①非農家出身の新規就農者（新規参入者）、または、
②農家出身でも土地・資金等を独自に調達して新
たに農業経営を開始した経営主。

資料　農林水産省｢平成24年度の青年就農給付金事業の給付実績
について｣から作成

第2表　青年就農給付金の給付実績（2012年度）

合計

給付対象者数 構成比
（単位　人、％）

うち39歳以下
非農家

経営
開始型準備型

経営
開始型準備型

6,815
5,638
3,540

5,108
4,098
2,407

1,707
1,540
1,133

100.0
82.7
51.9

100.0
80.2
47.1

100.0
90.2
66.4

資料　全国農業会議所｢新規就農者（新規参入者）の就農実態に関す
る調査結果｣（平成22年度）から作成

（注） 回答割合10％以上の選択肢のみ。回答数1,410。
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第1図　経営面での問題・課題（複数回答）
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0.77台、トラクターは1.05台、コンバインは
0.61台となっている。これを作付面積規模別
にみると、いずれの農業機械の所有台数も規
模が大きいほど多い傾向にある。

3　集落営農による機械所有の状況
大規模経営体のうち集落営農の農業機械の

所有状況については、農林水産省が実施した
「集落営農活動実態調査」（13年３月実施）で把
握することができる。過去１年間に使用した
動力田植機を所有していると回答したのは、集
落営農が法人の場合は76.4％、任意組織は34.9
％である。同様にトラクターを所有しているの
は法人が81.1％、任意組織が41.5％、コンバイン
は法人86.0％、任意組織50.7％である。主要農
業機械のなかでもコンバインの所有割合は比
較的高く、またいずれの農業機械も任意組織
より法人で所有割合が高いという特徴がある。
一方、農業機械を所有していない集落営農

の多くは、各構成員が所有している機械を利
用している。そうした組織のなかには、今後
は構成員が所有する機械を更新しないとの申
し合わせ等を行っているケースもあり、既存
の機械の更新時期に合わせて、集落営農が組

織として農業機械を取得する動きも出
てきている

（注2）

。
このように、稲作経営体数が減少す

るなかで、稲作用の主要農業機械の所
有台数は全体として大きく減少してい
る。こうした状況下で、経営規模の大
きな稲作経営体の増加や、小規模層を
中心に、作業委託の進展等の稲作経営
の構造変化が、農業機械の需要にどの
ような影響を与えているかを、次にみ
ることにする。

1　はじめに
農業センサスによると、販売目的で水稲を

作付けた農業経営体（以下「稲作経営体」）数は
2005年の140.6万経営体から10年の116.9万経営
体へと５年間で16.9％減少している。その一
方で、農業法人や集落営農を含め、経営規模
の大きい稲作経営体は増加傾向にある

（注1）

。
以下では、こうした稲作経営の構造変化を

踏まえながら、農業機械のなかでも稲作経営
に必要な田植機、トラクター、コンバインに
ついて、最近の需要の動向を紹介する。

2　機械所有は経営規模によって異なる
まず、農業センサスにより、時系列データ

の入手が可能な農業経営体全体の所有台数を
みると、動力田植機は05年の124.4万台から10
年の102.6万台へ、コンバインは99.1万台から
79.9万台へとそれぞれ減少している。この５
年間で動力田植機は17.6％、コンバインは19.3
％減少し、稲作経営体数と同程度の減少率と
なっている。
次に稲作経営体における作付面積規模別の

所有状況をみたのが第１表である。10年の稲
作一経営体当たりの動力田植機の所有台数は

〈レポート〉農漁協・森組

主事研究員　長谷川晃生

稲作経営体の農業機械需要の動向

資料　農林水産省「2010年農林業センサス」から作成
（注） 稲作経営体は販売目的で水稲を作付けした経営体。

第1表　稲作経営体における主要農業機械の所有状況

合計

一経営体当たりの所有台数
稲作

経営体数

（単位　千経営体、台）

0.5ha未満
0.5～1.0ha未満
1.0～3.0ha未満
3.0～5.0ha未満
5.0～10.0ha未満
10.0～15.0ha未満
15.0ha以上

作
付
面
積
規
模
別

動力
田植機 トラクター コンバイン

1,169.3
491.7
354.9
247.2
38.5
23.7
6.6
6.7

0.77
0.66
0.78
0.88
0.99
1.04
1.14
1.50

1.05
0.88
1.00
1.18
1.57
2.07
2.66
3.16

0.61
0.43
0.63
0.81
0.98
1.09
1.27
1.80
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の出力帯で出荷台数が前年比減少であったが
（第２図）、20ps（馬力）未満のトラクターの出荷
台数はその後もおおむね前年比減少で推移す
る一方、20ps以上のトラクターの出荷台数は
ここ数年増加傾向にある。特に30ps以上は11
年以降増加に転じ、13年の出荷台数は前年比
３割以上の高い伸びとなっている。このよう
に、ここ数年の稲作用の主要農業機械の出荷
増加は、比較的大型の農業機械の需要増加に
よるものとみられるが、その点については、
経営規模の大きな稲作経営体の増加等の稲作
経営の構造変化が反映されているものと考え
られる。

5　おわりに
農業機械の需要は、農業構造の変化に伴う

もの以外に、東日本大震災等の自然災害、国
のリース支援事業等の農業政策、消費税増税
等の政策動向が大きく影響している。農協の
事業と関連付けて考えると、農業法人や集落
営農を含む担い手の経営上の意向を把握する
ことはもちろんのこと、その時々の政策等の
動向を踏まえた上で、組合員の経営発展に資
するような農業機械の導入について、営農部
門と信用部門が連携することで、適切に対応
していくことが重要になるものと考える。

　＜参考文献＞
・ 株式会社新農林社『農業機械年鑑』各年版

（はせがわ　こうせい）

4　 大型機械を中心に国内向け出荷が増加に
転じる
田植機、トラクター、コンバインの国内向

け出荷台数合計は06年から11年まで前年比減
少で推移した（第１図）。08年は国が実施した
農業機械リースへの支援事業

（注3）

の影響もあって、
減少が小幅となったが、09年から11年は、リ
ース事業の反動や、11年の東日本大震災の影
響により、再び前年比減少となった。しかし、
12年以降は増加が続いており、増加の要因と
しては、震災からの復興需要や農業者戸別所
得補償制度の実施により農家経営が比較的堅
調に推移したことに加えて、13年は、14年度
からの消費税増税を見越した駆け込み需要等
が大きいものとみられる。
ただし、トラクターについて出力帯別の出

荷台数の推移をみると、06年、07年は、全て

（注 1）統計の制約があるため05年と10年の増減は把
握できないが、農林水産省「集落営農実態調査」
によると、水稲・陸稲の生産・販売を行っている
集落営農数は09年の6,399から13年の8,513へと増
加している。

（注 2）農林水産省農林水産政策研究所「平成21年度
水田作地域における集落営農組織等の動向に関す
る分析研究報告書（平成22年12月）」http://www.
maff.go.jp/primaff/koho/seika/project/pdf/
keiei6.pdf

（注 3）食料供給力向上緊急機械リース支援事業は08、
09年度に実施。農業機械の総リース料の一部（機
械経費の 2分の 1以内）を助成するもの。

資料　一般社団法人日本農業機械工業会「日農工統計」から作成
（注） 13年は速報値。
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第1図　国内出荷台数（田植機、トラクター、
 コンバイン）の推移
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第2図　トラクターの国内出荷台数の推移
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し引いたものである。ギリシャではこれが第
１図のとおり2009年を底として改善に向かっ
ており、その後14年１月には、ギリシャ政府
は13年に黒字化を達成したと発表している。
では、PBが黒字化すれば、どういった変化

が起こるのだろうか。これが赤字である間は、
年金、社会保障、教育、防衛等にかかる諸支
出は国債発行に大きく依存することになる。
このため、新たな国債が問題なく消化される
ように（ギリシャであれば金融支援が問題なく継
続されるように）、当該国は様々な改革に真剣
に取り組まざるを得ない。しかし、これが黒
字化すれば、国債残高は依然として高水準で
あるため財政改革に注力する必要性は残るも
のの、上記の支出を基本的に税収等で賄うこ
とができるようになり、新たな国債発行への
依存度は大幅に低下することになる。そして
ギリシャについて言えば、金融支援プログラ
ムで強いられる緊縮策に対し、その受入れに
抵抗する力が増すことになる。
ここでギリシャが国債残高削減に向け、緊

ユーロ圏の債務危機はこのところすっかり
沈静化し、既に過去の話題となったかの感さ
えある。アイルランドは昨年12月の最後の融
資実行をもって金融支援プログラムからの脱
却を果たし、その他の財政悪化国の国債利回
りも低下傾向にある。２年前にイタリアなど
の経済規模の大きい国々への波及や銀行財務
の悪化を通じた問題の拡大が懸念され、危機
感がピークに達した頃からは様変わりである。
とはいえ、これらをもってユーロ圏の問題

は既に解決済みとすることはできない。一部
の国を除き国家財政は健全性を回復したわけ
ではなく、また企業や家計でも債務の削減が
課題として残されている。域内の金融機能は
依然として脆弱であり、経済回復の障害とも
なっている。
一方、危機の発端となったギリシャにおい

ても改革継続の困難さが表面化しており、今
後の諸情勢によっては、ユーロ圏からの離脱
シナリオが再燃する可能性さえ否定すること
はできない。

1　PBの黒字化とユーロ圏離脱シナリオ
特に最近では、ギリシャの基礎的財政収支

（プライマリーバランス、以下「PB」）が黒字化
に向け改善してきており、これが、一見逆説
的ではあるけれども、こうした離脱シナリオ
の蓋然性を高めるひとつの背景となっている。
日本の財政改革でも注目されるPB。これは、

政府会計において新規国債発行額を除く歳入
総額から国債の元利払いを除く歳出総額を差

主席研究員　山口勝義

「それでもギリシャはユーロ圏を離脱する」
というシナリオ

資料　Eurostatのデータから作成
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第1図　プライマリーバランス（対GDP比）
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月支援実行分の事前審査に当たって、構造改
革の遅延、およびそれに伴う14年予算で見込
まれる資金不足額とその埋め合わせ手段を巡
りギリシャ政府とトロイカ間で意見が対立し、
その交渉は長引いている。このうち、欧州連
合（EU）が支援する部分については12月に実行
がなされたものの、国際通貨基金（IMF）の支
援分については交渉は現在も継続中であり実
行には至っていない。

・・・・・・・・・・・・・・
以上の情勢のもと、注目されるのは５月に

実施される欧州議会選挙という一大イベント
である。ギリシャの世論調査ではスィリザの
リードが伝えられており、これが実際に勝利
を収めた場合にはサマラス連立政権の脆弱な
基盤をさらに弱めることになるものと考えら
れる。
またギリシャ以外の国々においても、いず

れも反EUを掲げる極右政党であるフランスの
国民戦線やオランダの自由党への支持率上昇
が伝えられているほか、オーストリア、スウ
ェーデン、ベルギー、イタリアなどにおいて
も同様の極右政党の勢いが増すものと予想さ
れている。
ドイツなどはギリシャ支援に当たってこれ

以上の債務の減免には反対する姿勢を明らか
にしてきているが、加えて欧州議会選挙で上
記の動きが現実化した場合には、直ちにユー
ロ圏離脱とはならないにしても、ギリシャが
一層の窮地に追い込まれることで、再度ギリ
シャ情勢が市場の波乱材料となることが考え
られる。

（14年２月10日現在）

（やまぐち　かつよし）

縮策を通じて引き続き淡々と財政改革を前進
させることができるのであれば波乱が生じる
ことはない。しかし、これに行き詰まりが生
じた場合には、抵抗力が増したギリシャが国
債保有者に対し債務の減免の要求に動き、そ
の交渉が難航するとともに一挙に通貨ユーロ
のしがらみから脱するというシナリオも、荒
唐無稽であるとは言い切れなくなる。

2　ギリシャが直面する厳しい情勢
実際に、ギリシャでは金融支援プログラム

で求められる緊縮策の継続に大きな困難が生
じる可能性はかなり大きい。
欧州連合統計局（Eurostat）による直近の13

年10月のデータでギリシャの失業率は27.8％、
25歳未満の若年層に限れば59.2％の高率に達
しており、４年にわたる危機対策のなかで国
民の負担は限界にまで達しているものと考え
られる。こうした厳しい経済情勢を受け、ギ
リシャでは金融支援プログラムの破棄を掲げ
る急進左派政党であるスィリザへの支持率が
上昇し、同党は既に12年の総選挙で第２党に
躍進している。一方、新民主主義党のサマラ
ス首相が率いる全ギリシャ社会主義運動党お
よび民主左派との現在の連立政権は、国会の
全300議席中、153議席を占めるに過ぎず、綱
渡りの状態が続いている。このため、国民負
担の大きい法案については一部議員の造反や
政党の連立政権からの離脱により否決され、
この結果、諸改革が頓挫に至る可能性は十分
に考えられることである。
現実に最近の金融支援を巡る支援団（トロイ

カ）との交渉経緯には、要求される緊縮策と国
民負担の高まりとの間で板挟みとなったギリ
シャ政府の厳しい状況が現れている。13年10
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ら大幅に増加した（第１表）。13年６月末時点
の内訳をみると、①地方政府が返済責任を負
うものが10.9兆元（全体の60.8％）、②担保責任
を負うものが2.7兆元（同14.9％）、③一定の支
援責任を負うものが4.3兆元（同24.3％）となっ
ており、特に③の比率が10年末（15.6％）から大
きく上昇したことが分かる。前述した通り、
③は地方政府が一定の支援責任を負う可能性
のある債務で、返済不能のリスクがもっとも
高いとみられるため、③の上昇は地方政府債
務全体としての返済不能のリスクを高めてい
ることを意味する。

3　資金調達ルートの多様化
また、地方政府債務の資金調達ルートをみ

ると、債務残高に占める銀行からの借入れの
構成比は13年６月末の56.6％と、10年末の79.0
％から大幅に低下した一方で、その他（BT方式
＜建設・譲渡方式＞、未払金、信託融資、法人・
個人からの借入れ、立替費用・支払延期、証券・
保険・およびその他金融機関による融資、国債・
外債などの財政転貸、融資リース、共同出資を
含む）による資金調達の構成比が13年６月末に
急拡大した（第２表）。
10年末の地方政府の資金調達ルートと比べ

て、13年６月末は調達ルートの多様化がみら
れ、信託融資や融資リースなどいわゆるシャ
ドーバンキングを通じた資金調達が目立つ。

1　はじめに
中国の地方財政は、1994年税制改革による

地方政府の財源不足など構造的な問題を抱え
ており、地方政府はやむをえず、地方政府の
投融資会社であるプラットフォーム（融資平
台）を通じて銀行などからの資金調達を行って
いる（注1）。そのため、地方政府に膨大な債務
が蓄積され、返済不能に陥るリスクが懸念さ
れている。
中国政府も懸念を強めており、様々な対策

に取り組んでいる。まず、地方政府の債務実
態を把握するため、中国審計署（日本の会計検
査院に相当）は2011年、13年に全国範囲の調査
を実施し、地方政府の債務に関する状況をま
とめた「全国地方政府性債務審計結果」（11年
報告）、政府（中央＋地方）債務にかかわる調査
結果である「全国政府性債務審計結果」（13年
報告）をそれぞれ公表した（注2）。
そこで、本稿では13年報告を用いて地方政

府債務の現状を紹介したうえで、11年報告と
比較しながら地方政府債務に関するいくつか
の特徴を簡単にまとめてみたい。

2　増大する地方政府債務
中国審計署の報告では、地方政府債務を以

下の３つに分類している。具体的には、①地
方政府やその関連部門が借り入れたもので、
財政資金によって返済する債務、②地方政府
は債務者ではないが、地方政府が担保を提供
しているもので、債務者が返済不能になった
場合、地方政府が連帯責任を負う債務、③地
方政府は債務者でもなく、担保も提供してい
ないが、債務者が返済困難に陥った場合、地
方政府が一定の支援責任を負う可能性のある
債務、である。
中国審計署が公表した11年報告、13年報告

によれば、13年６月末における地方政府債務
の残高は17.9兆元と、10年末時点の10.7兆元か

研究員　王　雷軒

中国における地方政府債務の実態と特徴

資料 中国審計署（2011）、（2013）から作成、以下同じ
（注） 中国審計署の11年報告では、10年末の③一定の支援責任を

負うものは「その他の債務」となっているが、両者は類似したものと推
測される。

10.7
15.9
17.9

62.6
60.6
60.8

21.8
15.7
14.9

15.6
23.7
24.3

（単位　兆元、％）

10年末
12年末
13年6月末

第1表　責任別にみた地方政府債務の内訳（構成比）

地方政府債
務残高

①地方政府
が返済責任
を負うもの

②担保責任
を負うもの

③一定の支
援責任を負
うもの

農林中金総合研究所 
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①（返済責任を負うもの）の債務残高の財政歳入
額に対する比率が100％を超えている。 
しかも、地方政府債務の返済資金は土地譲

渡金に対する依存度が高まっている。12年末
時点、11省、316市、1,396県レベルの地方政
府債務残高のうち、土地譲渡金を①債務の返
済資金に充てるのは3.5兆元、債務残高合計の
37.2％と10年末（23.8％）から大幅に拡大した
（第４表）。今後、不動産価格が下落すれば、
地方政府債務の返済不能に陥る可能性もある
と考えられる。

5　おわりに
13年６月末時点の地方政府債務の対名目

GDP（13年）比は31.5％で、この水準は特に高い
ものでないようにみえる。しかし、地方政府
が一定の支援責任を負う可能性のある債務の
増加、信託融資などの資金調達によるコスト
高、債務返済の期間の短さなど留意すべき特
徴があるため、地方政府の債務の今後の動向
について引き続き注視が必要と考えられる。

＜参考資料＞
・ 中国審計署（2013）「全国政府性債務審計結果」
・ 中国審計署（2011）「全国地方政府性債務審計結果」

（おう　らいけん）

11年以降、金融引き締め政策が実施されるな
か、中央政府が銀行等に地方政府のプラット
フォーム向けの融資を抑制したこともあり、
このような多様化をもたらしたと考えられる。
銀行からの借入れに比べて、信託融資など

を経由する資金調達のコスト（金利）が割高で
あるため、その他の急拡大は返済不能のリス
クの増大を意味すると思われる。

4　返済期間の短さ
13年６月末時点の地方政府債務残高（17.9兆

元）を返済期限別にみると、13年７～12月は返
済を要する額が3.3兆元（全体の18.4％）、14年は
3.6兆元（同19.9％）、15年は2.8兆元（同15.5％）で
ある（第３表）。15年末までの返済額が債務残
高全体の53.8％になっている。
中国審計署によれば、地方政府の債務の大

半は鉄道や高速道路などのインフラや都市部
の電気・水道・ガスといったライフラインを
整備するために使われている。この意味で投
下した資金の回収に時間がかかるとみられる
ものの、15年末までの返済額が債務残高全体
の53.8％にもなることから、地方政府の債務
返済負担は重いものであると推測される。
実際、中国審計署の13年報告では、12年末に

３省（調査対象36省レベルの8.3％）、99市（同391
市の25.3％）、195県（同2,778県の7.0％）、3,465郷
鎮（同33,091郷鎮の10.5％）レベルの地方政府は、

（注 1）地方財政の構造的問題については、拙稿「中
央・地方政府間の財政関係から見た中国の地方債
務」『金融市場』12年 7月号を参照。

（注 2）なお、11年は省レベル、市レベル、県レベル
の地方政府を対象とした調査結果であるが、13年
は中央政府、郷鎮政府も調査対象となった。

（注） その他について、10年末は上位政府、法人や個人からの借入れ
を、13年末はBT方式（建設・譲渡方式）、未払金、信託融資、法人・
個人からの借入れ、立替費用・支払延期、証券・保険・およびその
他金融機関による融資、国債・外債などの財政転貸、融資リース、
共同出資を含む。

10.7
17.9

79.0
56.6

7.1
10.3

13.9
33.1

（単位　兆元、％）

10年末
13年6月末

第2表　資金調達ルート別にみた地方政府債務の
 内訳（構成比）

地方政府
債務残高

銀行から
の借入れ 債券発行 その他

3.3
3.6
2.8
1.9
1.4
4.9

18.4
19.9
15.5
10.9
8.0
27.3

（単位　兆元、％）

13年7～12月
14年
15年
16年
17年
18年以降

第3表　返済期限別にみた地方政府債務の内訳
  （構成比）

13年6月末時点の
地方政府債務残高
に占める比率

返済額

23.8
37.2

10年末
12年末

第4表　地方政府債務の返済資金の土地譲渡金に
 対する依存度

省レベル
の地方政
府数

市レベル
の地方政
府数

県レベル
の地方政
府数

土地譲渡
金を①債
務の返済
資金に充
てる
（兆元）

省・市・県
レベルの
地方政府
債務残高
合計に占
める比率
（%）

2.5
3.5

1,131
1,396

307
316

12
11
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寄　稿

FFTCは、新たな取組みであるこのウェブ
サイト（www.fftc.agnet.org/ap）により、アジア
太平洋地域における各国それぞれの農業政策
を広く知らせることを目指しており、ひいて
は相互の合意に基づく地域レベルでの農業政
策の形成に向けて貢献できることを希望して
います。

2　APウェブサイトの現状
実施最初の年である13年に、APプロジェク

トは日本、韓国、フィリピンそして台湾の農
業政策を扱いました。情報収集は、当センタ
ーによる慎重な選考過程を経て選定されたこ
れらの国々の契約パートナーの支援を得て行
われました。
各国で収集された農業政策は９つのトピッ

クに分けられています。すなわち、①農業政
策の概観、②貿易自由化への対応策、③農地
政策、④農業者年金制度、⑤農業災害保険、
⑥食料安全保障、⑦生産・流通政策、⑧農業
科学技術政策、⑨その他。FFTCの契約パー
トナーは上記のトピックスに基づいて、要約
されていない論文および要約された論文を定
期的に提出することに合意し、これらの記事
は編集された後、APウェブサイトに公開され
ます。
ウェブサイトの内容をさらに充実するため

に、諮問グループによるシーズンごとの定期
会議が設けられ、プロジェクトの顧問団の一
部を構成することになりました。この会議は
農業政策、農業経済そして情報技術の専門家
により構成されています。これらの専門家に

1　農業政策（AP）ウェブサイト開設の背景
グローバル化の中で、農業食品部門では市

場指向と保護縮小の動きによって競争圧力が
増大しています。このため農業食品部門にと
って、高品質で高付加価値の製品の生産とい
う課題が重要になっています。また、このよ
うな状況下で農業食品部門が社会の要求に確
実に応えていくためには、不安定さを増す市
場への対応、公共財の供給確保、そして同部
門の慣行の変革促進が必要であり、そのため
には農業食品部門の生産者への政策的支援が
必要不可欠です。
アジア・太平洋地域の諸国はそれぞれ、こ

れらの課題に対応するために農業についての
国家政策を持っていますが、同地域の国々の
農業政策に関するダイナミックな情報を共有
し交換するための仕組みと基盤を提供するた
めの関連機関ないし組織が、同地域には欠け
ています。また、この問題は、言葉の壁によ
ってさらに大きなものになっています。
2013年以来、アジア太平洋地域食糧・肥料

技術センター（FFTC）は、契約パートナーと
の協力により、情報ネットワーク活動の範囲
をアジア太平洋地域の農業政策（AP）へと拡大
し、その情報基盤を確立してきました。これ
はFFTCのコア・コンピタンス（主な強み）、す
なわち、アジア太平洋地域の小規模農家を科
学と情報を通じて強化することを目的とする
国際組織であるFFTCの、国際的な協力およ
び実績に基づくものです。この強みにより当
センターは40年以上にわたり農業技術の情報
交換を仲介する役割を果たしています。

アジア太平洋地域食糧・肥料技術センター（FFTC） 経済学博士 農業エコノミスト　全　燦益
（CHUN, Chan-Ⅰk） 

アジア各国の農業政策情報を提供する
ウェブサイトを開設

農林中金総合研究所 
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・フィリピン漁業法：持続可能な漁業に対する

国家政策

・包括的農地改革法：フィリピンにおける農地

改革への長い道のり

・1997年農漁業近代化法：競争力強化への総体

的アプローチ

・農業関税化法：輸入数量制限を代替する関税

台湾

・台湾の包括的農業政策

・台湾の農業貿易自由化に対する戦略と方策

・台湾農業の国際化加速のための自由経済モデ

ル区

・“小規模地主・大規模借地農”プログラム

・米調達政策

中国

・中国共産党第18期中央委員会第３回全体会議

における中国の新農地政策

・中国の土地制度の現状

・中国の現在の土地制度改革の論理

インドネシア

・インドネシアにおける米・大豆振興政策

・インドネシアにおける園芸輸入政策

3　結び
FFTCのAPウェブサイトは、上記の通り現

在進行中の取組みであり、インターネット上
の訪問者による積極的な利用を望んでいま
す。当センターでは、当センターの目的を達
成し皆様により良いサービスを提供出来るよ
う、皆様からのフィードバック、コメント、
提案を歓迎しています。

（チュン　チャンイク）

（翻訳記事。文責：主席研究員 平澤明彦）

は、プロジェクトの全般的な方向性について
助言を行う任務が課せられています。
さらに、本年（14年）はAPプロジェクトにア

ジアの４か国が加わり、中国、インドネシア、
タイ、ベトナムでパートナーが選定される予
定です。また、第４四半期には「関連農業政
策の情報収集とその実際的活用」について、
APプロジェクトの状況を点検して評価を行
い、データの質とデータベースの仕組みを改
善するために、新たな国際ワークショップが
予定されています。
現在までに、134の論文がウェブサイトに

アップロードされ、農業政策データベースの
一部を形成しています。その国別内訳は、日
本15、韓国44、フィリピン18、台湾39、中国
７、インドネシア５、タイ３、ベトナム１な
どです。論文のテーマは、農業政策の範疇に
入る広い範囲を扱っています。以下は国別に
論文のテーマをいくつか列挙したものです。

日本

・日本の食料自給率

・WTO農業協定に基づく日本の農業政策改革

・日本の農家の概観

・日本の農業労働力

・日本の農産物輸入、貿易自由化、農業所得支持

韓国

・韓国農業の状況および政策についての概観

・韓国の農業貿易自由化への対応策

・韓国の農地政策

・農産物輸出促進政策

・韓国農漁村公社（KRC）の農地銀行プロジェクト

フィリピン

・フィリピン農業における政策と公共部門投資

の概観

農林中金総合研究所 
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現地ルポルタージュ

ンビニ会社」）を設立した。コンビニ会社は11
年７月のセブン芦北インター店を皮切りに店
舗を展開し、14年１月現在６店舗を管内で運
営している。
 

4　買い物難民への対応
当組合ではセブンとの連携以前から、独自

に買い物難民支援を実施してきた。10年４月
に始めた「らいふサポーター」事業である。
同事業では、単身高齢世帯等の組合員宅を戸
別訪問し、日常生活に必要な商品の御用聞き
や安否確認を行った。
11年７月のセブンとの連携によって、当組

合の買い物難民支援は、取扱商品の種類等の
面で一層充実したものとなった。当組合が従
来の生活購買で販売していた品目に加えて、
コンビニ会社はセブンのお総菜やお弁当を販
売できるようになったからである。
コンビニ会社は移動販売車「セブンイレブ

ンあんしんお届け便」（以下「お届け便」）で中
山間地の集落を巡回し、利用者へ商品を届け
ている

（注4）

。お届け便は近くまで来てくれるから
便利等と、利用者に好評である。
とはいえ、お届け便は商品の積込みや補充

等に手間がかかる。また、お届け便の巡回場

1　はじめに
日常の買い物に困難を伴う人々を意味する

「買い物難民」という言葉が、高齢化が進む日
本社会で一般化してきた。それに伴い、買い
物難民を支援する数多の取組みが、協同組合、
NPO、民間企業等、様々な組織によって各地
で行われている

（注1）

。本項ではその１つとして、
JAあしきたがセブンイレブン（以下「セブン」）
と連携した取組みを紹介したい。

2　JAあしきた管内の概要
JAあしきた（以下「当組合」）は熊本県南部に

位置する芦北町、津奈木町、水俣市を管内と
するJAである。管内は平地が少なく、傾斜地
を生かした甘夏やデコポン等柑橘類の生産が
盛んである。また、当組合は農産加工に力を
入れており、デコポンのゼリーや、サラダた
まねぎ「サラたまちゃん」の飲料等を開発し、
全国へ販売している。
不知火海に面したリアス式海岸に囲まれ、

中山間地が多い管内の高齢化率は、熊本県全
体の値を上回っている

（注2）

。中山間地の集落で暮
らす高齢者に対して、買い物等の日々の暮ら
しに必要な施設や機会を確保していくことが、
地域の重要な課題の１つである。

3　セブンとの連携の経緯
管内の過疎地域でATMによる当組合の金

融サービスを維持していくため、コンビニの
活用を模索したことが、セブンとの連携の端
緒である。セブンにとっても、当組合の地域
に根差した組織基盤を活用することで、過疎
地域へも出店できるという利点がある

（注3）

。
このような経緯から、当組合とセブンが連

携することとなり、当組合は2011年２月に子
会社「JAあしきたコンビニ株式会社」（以下「コ お届け便（JAあしきた提供）

主事研究員　一瀬裕一郎

セブンイレブンと連携したJAの事業展開
─JAあしきたの買い物難民支援─

農林中金総合研究所 
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6　今後の展望
様々な組織による各地の買い物難民支援は

有意義だが、採算を合わせて取組みを安定的
に継続させることは、容易ではない。JA等の
組織は地域のニーズを把握しているが、食品
等の小売に長けているわけではないからだ。
自らが持たないノウハウをセブンとの連携

によって補完し、当初に想定していなかった
シナジーも生み出している当組合の取組みは、
その課題への対応の１つといえよう。

　＜主要参考文献・webサイト＞
・ 一瀬裕一郎（2010）「条件不利地域の買い物難民と協同組
合」『農林金融』11月号

・ 一瀬裕一郎（2011a）「協同組合による買い物難民支援の
現状と課題」『農中総研情報』 5月号

・ 一瀬裕一郎（2011b）「『買い物難民』問題に対する協同組
合の取組みと意義」『農業協同組合経営実務』第66巻第 3号
・ 一瀬裕一郎（2011c）「協同組合間提携による買い物難民
支援―JAひがしかわ（北海道上川郡東川町）―」『農中総
研情報』11月号

・ 熊本県高齢者支援課（2013）「高齢者関係資料集」
・ 熊本日日新聞（2013）「眠らない店―熊本コンビニ事情―

4」10月18日付
・ 経済産業省（2013a）「平成25年度関係省庁（国）の買い物
弱者対策関連事業」

・ 経済産業省（2013b）「平成25年度地方公共団体買い物弱
者支援制度一覧」

・ 日本経済新聞電子版（2011）「セブンイレブン、JAあしき
たと熊本県で移動販売」 7月15日付

・ 日本農業新聞（2013）「買い物弱者大助かり『セブンあん
しんお届け便』快走　コンビニと提携　熊本・JAあしき
た　商品多彩に」 1月23日付

・ JAあしきたwebサイト  http://www.ja-ashikita.or.jp/

（いちのせ　ゆういちろう）

所に必ず利用者がいるとは限らない。そこで、
当組合では、利用者の利便性を維持しつつ、
事業の効率を上げるために、今後はお届け便
だけでなく、食事の受注販売サービスである
「セブンミール」にも重点を置く方針である。

5　連携の成果
当組合がセブンと連携した成果は、買い物

難民支援の充実だけにとどまらない。
まず、当組合にとっては、組合員が生産し

た農産物から当組合が製造した加工品を販売
できる、新たなチャネルが生まれたことであ
る。セブン芦北インター店舗内には「JAあし
きたまるごと販売コーナー」（以下「JAコーナ
ー」）が設けられ、当組合の菓子や飲料が販売
されている。地域住民以外でも気軽に入れる
セブン店舗内にあるので、JAコーナーは地域
外の利用者に対して、当組合の商品をPRする
格好の機会となっている。
次に、セブンにとっては、過疎地域へ本格

的に進出しうる可能性が明らかとなったこと
である。コンビニ会社が運営するセブン店舗
では売上やATM稼働率が、平均的なセブン店
舗を上回っているそうだ。それは、当組合の
組合員が、コンビニ会社のセブン店舗は自分
たちの店であるという意識を持ち、頻繁に利
用しているためという。今後セブンにとって、
他の過疎地域へ出店する際にもJAとの連携が
有力な選択肢となりうるだろう。

（注 1）具体的な取組み事例については、拙稿（2010、
2011a、2011b、2011c）等を参照。経済産業省（2013b）
によれば、13年度に全国の地方自治体が実施した
買い物難民支援に関する事業は365事業である。

（注 2）熊本県高齢者支援課（2013）によれば、12年10

月 1日現在の熊本県の高齢化率は26.4％である一
方、当組合管内市町の高齢化率は芦北町37.1％、
津奈木町35.2％、水俣市33.5％である。

（注 3）日本経済新聞電子版（2011）7月15日付参照。
（注 4）お届け便は、芦北町 3コース、津奈木町 1コ
ースをそれぞれ決まった曜日に巡回する。お届け
便の取扱商品は、セブンの商品100～120品目、JA
グループの商品および生鮮食料品約30品目であ
る。

店舗内のJAコーナー

農林中金総合研究所 
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現地ルポルタージュ

会、宮古地方森林組合の３組織で入荷量の５
～６割を占めている。ただし、震災以降、丸
太を運ぶトラックに対する運賃補助が実施さ
れたことで県外へも丸太が供給されるように
なったほか、震災復興に伴う住宅等の建材需
要で丸太が集まりにくい状況にある。このよ
うな状況が続けば、県産材のみを主体とした
合板生産は難しく、輸入材利用を増やさざる
を得ない。
震災では、同工場のモーターが冠水したこ

とや在庫していた丸太が流出したことなどで
大きなダメージを受けたほか、数百m先の藤
原埠頭で同工場に丸太を剥いた単板を供給し
ていた北星（株）（ホクヨープライウッド（株）が
出資）と岩手県合板事業協同組合が壊滅的なダ
メージを受けた

（注）

。それでも、同工場は国から
の支援と地域の協力、北星（株）からの単板供
給再開により、11年７月上旬には合板生産を
再開できた。
ただし、岩手県合板事業協同組合が事業の

再開を断念せざるを得ず、単板供給が北星（株）
１社のみになったため、同工場の丸太消費量
は、震災前（年間約30万㎥）から３割減少して年
間約20万㎥にとどまっているのが現状である。
また、操業再開にあたり、今後の津波被害を
減らす観点から、原木在庫は生産に支障のな
い範囲で、最小限にとどめている。

3　復興事業に力を入れる森林組合
震災前、宮古地方森林組合（以下「組合」）は、

管内の木材業者と併せて4,000㎥／月を超える
丸太を同工場へ供給していたが、震災後は
2,000～3,000㎥／月へ減少した。これは震災以
降、高台移転や復興道路などの公共性の高い
復興事業で伐採ニーズが強まり、多くの作業
員をそちらに振り向けているためである。こ
のため内陸の森林組合から作業員を派遣して
もらっており、組合が復興事業対応を最優先

1　はじめに
合板とは、一般に丸太を大根のカツラ剥き

のように薄く剥いたものを、積み重ねて接着
した板で、コンクリート型枠や住宅の構造用
部材、家具などに用いられる。
国内の合板産業は、木材産業のなかで、従

業者数・出荷額とも製材業に次ぐ地位を占め
ており、近年では国産の針葉樹が原材料とし
て利用されている。これはかつて主たる原材
料であったロシア材の輸入が輸出関税の上昇
懸念から減少したことや、国内で針葉樹間伐
材の中小径木からも合板を製造可能とする技
術進歩があったことによる（多田 2012）。東北
地方は主要な合板生産地で、全国で生産され
る合板向け丸太の６割が東北地方および北海
道で消費される。また、そのほとんどが合板
工場の立地する秋田県秋田市および男鹿周
辺、岩手県宮古市、同大船渡市、宮城県石巻
市の計５港湾地区に供給される特徴を持つ。
しかし、岩手県・宮城県に立地する工場は、
東日本大震災によって多大な被害を受けた。
そこで本稿は、岩手県宮古市で合板を生産

するホクヨープライウッド（株）宮古工場（以下
「同工場」）と、同工場に国産材を供給する宮古
地方森林組合を事例に、震災が合板工場の生
産と丸太の集荷にどのような影響を与えたの
かを明らかにする。

2　被災により減産を余儀なくされた合板工場
同工場では、国産材を中心とした構造用合

板（２級）を主に製造しており、現在は原料の
９割近くを岩手県産材（スギ、カラマツ、アカ
マツ）が占める。残りは、青森県産材のほかハ
ウスメーカーによる強度要求（１級）に応える
ためロシア材を利用し、国産材の強度不足を
補っている。原材料となる丸太は10組織ほど
の業者が納入しており、なかでもノースジャ
パン素材流通協同組合、岩手県森林組合連合

研究員　安藤範親
研究員　多田忠義

東日本大震災がもたらした東北地方の
合板生産への影響
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低でも５年は必要と見られ、しばらくの間、
組合の主体的な計画に基づいた丸太の生産、
供給再開には時間を要するだろう。

4　おわりに
現在、同工場は、100％県産材や50％超県産

材マークを申請するなど、積極的な県産材・
国産材の活用方針を打ち出しているが、伐採
作業員が復興事業に割かれていること、震災
後に太平洋岸に立地する一部の被災した合板
工場が再開を断念したことや丸太の運賃補助
で県外へ丸太が流出し始めたこと（第１図）、
などの要因で県産材・国産材がうまく集まら
ない状況にある。
また、数量の把握にはいたらないが、消費

税増税前の住宅関連の駆け込み需要による挽
き材の需要増で、製材工場と合板工場との間
で丸太の用途競合が発生し入手困難となって
いる。同工場が今後、これまで以上に輸入材
に頼らざるを得ない状況となれば、近年定着
してきた合板向け国産材供給体制が弱体化す
る可能性に今後留意する必要があろう。

　＜参考文献＞
・ 多田忠義（2012）「東北地方における合板向け国産材供給
体制の実態」『林業経済研究』vol58 No1 68-77頁

（あんどう　のりちか・ただ　ただよし）

に取り組んでいる様子がうかがえる。こうし
た結果、震災前に予定していた施業を延期せ
ざるを得ない事業も多いと聞く。そのため、
森林経営計画制度に基づいた計画を立てるこ
とは難しく、計画を立てたとしても作業員が
足りず、計画を実行できない状態である。震
災直前まで好調だった合板向け丸太の供給
は、地域の山林施業でまかなっていたため、
合板原材料の需要が高まる現在、組合ではは
がゆい思いもあるようだ。
組合は復興道路建設に伴う森林伐採を受託

しているが、そこで生産される丸太は事業主
体である三陸国道事務所が一般競争入札によ
り売払いを行う。その入札告示は、伐採から
数か月後となる場合も多く、現場に長期間ス
トックされた丸太には、虫がつくなど材の品
質が落ちる問題も出ている。
本来であれば、組合は伐採のつど原木市場

や製材・合板工場等へトラックで丸太を運ぶ
が、復興事業による丸太を買い受けしてチッ
プ工場や製材所等に供給しているため、同工
場へ計画的に供給することは難しい状況にあ
る。高台移転や復興道路の整備には、今後最

（注）同工場では工場内に丸太を置く土場を確保でき
ない問題などから単板生産を同工場の敷地外の組
織に委託している。

第1図　県間移出入量の変化：北海道・東北地方の合板向け素材（丸太）

資料 農林水産省『木材需給報告書』各年版から作成
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最近の調査研究から 当社の定期刊行物に掲載された論文を紹介するコーナー

農林金融2014年 2月号

農林金融2014年 3月号

中国の農村信用社連合組織の構造と機能
（王　雷軒）

中国の農村信用社連合組織である省農村信用社

連合社（省連合会という）は発足してから10年が経過

するが、農村信用社を県農村信用社連合社に統合

するほか、農村合作銀行、農村商業銀行へと組織

改組に取り組んでいる。これらの取組みを通じて

農村信用社組織は、経営状況が改善され、また省

連合会の業界管理機能・サービス提供機能を受け

て地域最大の金融機関になっている。

しかし、省連合会は複合的な性格（二重性）をも

っており、すでに再改革の対象にもなっている。

省連合会の性格は曖昧であり、こうした状況が続

くことにより、管理下の会員の自主的経営が侵食

される可能性が高いと見られる。この意味で、省

連合会の業界管理機能とサービス提供機能は分離

される必要がある。

中国における食糧安全保障政策の転換
（阮　蔚）

2013年末、中国は食糧安保政策の見直しに踏み

切った。主食用穀物のコメ、小麦の位置づけを飼

料穀物や油糧種子と明確に分け、食糧安保の重点

を主食用穀物の「絶対的自給」に置いた。

一方で、主食以外の食糧は可能な範囲で国内生

産するものの、不足分は輸入に依存する方針を示

した。96年に打ち出した「食糧の95%自給」戦略

の全面見直しであり、輸入を食糧供給の重要な一

部に位置づけた、歴史的な転換と言える。

中国はなぜこの時期に食糧安保戦略の全面的見

直しを図ったのか。なぜ輸入を食糧安保の重要な

柱にしたのか。なぜ同時に主食の絶対的自給を守

る必要があるのか。本稿はこれらの問題にこたえ

る。

大震災からの農業復興における農業者の組織化・法人化
（斉藤由理子）

被災地における農業の復旧・復興の特徴の一つ

は、担い手の組織化・法人化が進んでいることで

ある。組織化・法人化は、行政の復興施策が大き

く影響し、農業用施設・機械のリースなどの復興

施策の利用や関係機関の働きかけが組織化・法人

化を進めた。農業者も、農地の取得や後継者の育

成・確保、地域のつながりの維持という点で法人

等の設立が必要と考えた。

法人等の当面の課題は、短期間での規模拡大や

組織体制の変化に対応し、早期に経営の安定化を

図ることである。農協は法人等の担当部署を設置

するなど体制を整備しつつある。法人等の抱える

さまざまな課題に対し、営農・経営指導にとどま

らず、販売、金融なども含め多面的に対応するこ

とを農協および農協系統組織に期待したい。

宮城県における圃場整備を巡る問題点
（行友　弥）

宮城県では、東日本大震災による被災農地 1万
3,000haの大半が今春までに復旧を終え、作付け可
能な状態になる。しかし、離農者から担い手への
利用集積を側面から促す大区画化圃場整備事業に
は遅れが目立つ。一つは建設資材価格や人件費の
高騰を背景とする公共工事の入札不調であり、も
う一つは工事や地元調整に欠かせない専門家、経
験者らマンパワーの不足である。
また、地権者の同意取り付けや換地などの地元

調整に際しては、相続の未了や抵当権など錯綜し
た権利関係も壁になる。同県内の圃場整備対象地
区8,000haのうち6,000haは復興交付金事業だが、
交付期間は15年度までで「時間切れ」懸念も漂う。
ヒト、モノ、カネの不足と法令の不備を補い、整
備後の地域農業、地域社会の在り方も見据えた継
続的な支援態勢が求められる。
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最近の調査研究から 当社の定期刊行物に掲載された論文を紹介するコーナー

金融市場農林金融2014年 3月号

農林金融2014年 2月号

潮流 　エネルギー政策における責任と倫理
情勢判断
やや期待外れな10～12月期GDPだったが・・・

情勢判断（海外経済金融）
1　寒波の影響を受ける米国経済
2　経済のグローバル化とユーロ圏の景気対策
3　やや低調な動きを続ける中国経済

経済見通し
2013～15年度改訂経済見通し
分析レポート

1　加算支援金からみる東日本大震災からの
住宅再建

2　住宅用太陽光発電の普及状況と金融機関の
かかわり

3　米国のインフレ鈍化要因と今後の見通し

連載
1　物価　古今東西
　　住宅価格上昇への対処と中央銀行のVIEW
2　新興国ウォッチ！
　　国際収支（5）

2014年 3月号大震災から3年を経た農業復旧・復興施策の動向と農協の取組み
（内田多喜生）

東日本大震災から 3年を経て被災地では懸命の

復旧・復興作業が行われているが、被災地間での

農業復旧・復興の進捗状況は様々で、その格差も

拡大しつつある。

復興交付金事業等で圃場整備が行われる地域や

内陸部で園芸団地が造成される一部の地域では、

営農再開が本格化しつつあり、26年度中に震災前

の生産水準を回復する地域もある。一方、甚大な

被害や原発事故の影響で復旧・復興が遅れ、営農

再開時期が不透明な地域も依然多く残っている。

JA及びJAグループは、生産回復が見込まれる

地域では、担い手の経営支援や販売促進等新たな

課題に対応し、営農再開が遅れる地域では、行政

への働きかけを含め被災者の営農再開のための取

組みを継続していく必要があろう。

中国の大規模稲作経営・家庭農場
（藤野信之）

中国は、稲作 3千万ha、生産量 2億トンを誇る
世界一のコメ生産国であるが、2011年の農家 1戸当
たりの平均経営耕地面積は約0.6haと極めて零細で
ある。しかし近年、零細性、低収益性を嫌った都市
移住や高齢化から離農も増え始め、農地集積によ
ってこれまでよりも規模の大きな稲作経営体が生
じつつある。
中央政府も、農業生産の規模拡大を促進するこ

ととし、その一つとして「家庭農場」という経営形
態を認知して位置付け、現在、全国33地域、6,670
か所で試行、推進されている。筆者は、内陸部の広
西省（自発的）と、上海（政府推進型）の事例を調査し
た。離農者の雇用吸収、高額地代等の生活保障が
なければ農地集積は進まない。 2事例の地代水準
は高く、借り手の経営体は、前者は規模で、後者は
補助金でそれを吸収していた。今後の動向が注目
される。

給食受託企業の地場産野菜の調達行動
（尾高恵美）

学校・病院・事業所等の給食施設で使用する食

材については、近年、食育基本法の制定を契機と

して、地場産食材の使用が推進されている。本稿

では、給食施設においてシェアが拡大しつつある

給食受託企業に注目して、地場産野菜の調達行動

を報告している。

野菜についてみると、既存の流通チャネルでは、

地場産野菜を安定的に調達することは容易ではな

い。実際に地場産野菜を使用している給食受託企

業の事例では、安定的に調達するために、仲卸業

者を介して生産者と契約取引を行ったり、生産者

と合弁組織を設立したり、子会社が農業参入する

など、独自に取引関係を構築している。そこでは、

コーディネータや地域のネットワークが重要な役

割を果たしている。
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格の900円が実現維持されました。
また、生産では、原価のコスト削減に向け

た取り組みは、種苗、薬浴剤、海外餌輸入の
当社直接仕入れに加えて、事業も貢献できて
いますが、現在の経済為替動向の如何におい
て円安による魚粉、種苗等、コストも跳ね上
がる様相から油断できない環境にある事も認
識して、生産量の管理とコストをより安定さ
せたいと考えます。
従前の錦江湾の養殖のやり方だと養殖漁家

は半減し、産地としての活力が維持できなく
なります。そこには、錦江湾養殖業の後継者
が多く従事しており、養殖経営体数は、ここ
数年で３分の１減少し、これ以上の事業廃業
が起これば、地域社会にとっても大問題。
当社の初期の目的（定量定価販売）を達成で

きるか否かに、かごしま錦江湾カンパチ・ブ
リ養殖そして地域の運命もかかっていると思
います。
持続的な養殖経営が可能なビジネスモデル

を構築できれは、後継者も確保できます。
現時点ではまだ、当社の機能や使命を十分

に理解していただけない方が養殖業者の中に
もいるようです。
各漁協との連携もしながら啓蒙を図り、積

極的な協力養殖業者を募っていきたいと考え
ます。
また、最後に国の「養殖業のあり方検討会」

の指針を踏まえた、新たな日本の養殖事業が
変化する事も期待します。

（はらぐち　きんいち）

かごしま錦江湾の５漁協（西桜島、牛根、垂
水市、鹿屋市、ねじめ）によるカンパチ・ブリ
養殖の経営再建と本県カンパチのシェア60％
を有する錦江湾養殖業の連携強化により、安
定経営が図られる事を目的に「かごしまJF販
売（株）」が５年前に設立されました。ここ数
年の魚価低迷と原価高騰により、同地区の養
殖業者の大半が採算割れに陥り、経営悪化と
共に廃業する者も多く、さらに組合経営の舵
とりも難しい状況にあります。
魚価と経済環境も大きく変化しており、例

年、年末相場は過去から天然ブリ豊漁により
価格は低迷しています。
特に一昨年の秋口は、四国で越冬できない

カンパチと天然ブリ、円高によるサーモン、
チリ銀の価格低迷も重なり、過去最低の養殖
魚価格で推移しておりました。ところが、昨
年４月頃より、円安効果も反映したのかカン
パチ価格が１kg当たり600円から1,200円に上
昇しました。本来、養殖魚は漁獲魚と違って、
天候に左右されない安定供給できる唯一の魚
であるにもかかわらず相場が乱高下する価格
が問題となっていて、今、安定供給と生産量
管理（在池量の公表）が価格安定に結び付く事
を関係者一同が望んでいます。
また、これまで各浜がバラバラに販売して

いたので、浜値が下がり出すと「もっと下が
らないうちに」と安売り競争に陥りがちであ
り、品薄の時は逆に価格が跳ね上がり安定し
ない現象が起きていました。そこで、当社が
需給バランスを踏まえた「妥当価格提示」を
昨年11月に５漁協の関係者と協議し、適正価

かごしまJF販売株式会社 代表取締役社長　原口欣一

養殖再生に向けたかごしまJF販売㈱の取り組み
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